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富山県建設工事総合管理シス テム事業管理シス テム再構築及び運用保守業務 

委託契約書（ 案）  

 

 富山県（ 以下「 発注者」 と いう 。） と ○○（ 以下「 受注者」 と いう 。） と は、 富山県

建設工事総合管理シス テム 事業管理シス テム 再構築及び運用保守業務の実施につい

て、 次のと おり 委託契約を締結する 。  

 

 （ 総則）  

第１ 条 発注者は、 次に掲げる 業務（ 以下「 委託業務」 と いう 。） の実施を 受注者に

委託し 、 受注者は、 こ れを 受託する 。  

（ １ ）  委託業務の名称 富山県建設工事総合管理シス テム事業管理シス テム 再構

築及び運用保守業務委託 

（ ２ ）  委託業務の内容 別紙「 富山県建設工事総合管理シス テム事業管理シス テ

ム 再構築及び運用保守業務調達仕様書（ 案）」（ 以下、「 仕様書」 と いう 。） のと お

り  

 （ 成果物の納入）  

第２ 条 受注者は、 発注者に対し 、 別紙「 仕様書」 のと おり 成果物を 納入する 。  

 （ 委託期間）  

第３ 条 受注者は、 委託業務を 契約締結の日から 令和 14 年 11 月 30 日ま で行わなけ

ればなら ない。  

２  シス テム再構築期間は、 契約締結の日から 令和９ 年 11 月 30 日ま でと する 。  

３  運用保守期間は、 令和９ 年 12 月１ 日から 令和 14 年 11 月 30 日ま でと する 。  

 （ 委託料）  

第４ 条 発注者は、 受注者に対し 委託業務に要する 費用（ 以下「 委託料」 と いう 。）

と し て、 金○○円（ う ち消費税及び地方消費税額金○○円） を 支払う も のと する 。 

２  前項の費用のう ち内訳は次のと おり と する 。  

 シス テム再構築業務 金〇〇円（ う ち消費税及び地方消費税額金○○円）  

 運用保守業務     金〇〇円（ う ち消費税及び地方消費税額金○○円）  

第５ 条 本契約における シス テム再構築業務に係る 各会計年度における 、委託料の支

払は次のと おり と する 。  

令和７ 年度委託料 金〇〇円 

令和８ 年度委託料 金〇〇円 

令和９ 年度委託料 金〇〇円 

２  発注者は、 予算の都合その他必要がある と き は、 前項の支払額を 変更する こ と が

でき る 。  

３  受注者は前項の規定によ る 変更について異議を 申し 立てる こ と ができ ない。  
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第６ 条 本契約における 運用保守業務に係る 各会計年度における 、委託料の支払は次

のと おり と する 。  

令和９ 年度委託料 金〇〇円 

令和 10 年度委託料 金〇〇円 

令和 11 年度委託料 金〇〇円 

令和 12 年度委託料 金〇〇円 

令和 13 年度委託料 金〇〇円 

令和 14 年度委託料 金〇〇円 

 （ 契約保証金）  

第７ 条 契約保証金は、 免除する 。  

 （ 業務実施の方法）  

第８ 条 受注者は、 委託業務を 別紙「 仕様書」 に基づいて実施し なければなら ない。 

 （ 業務実施の場所）  

第９ 条 受注者は、委託業務を主と し て発注者又は受注者の事業所内において実施す

る も のと する 。 ただし 、 発注者又は受注者の事業所以外の場所で作業を 行う 必要が

ある と き は、 別途発注者と 受注者が協議のう え、 作業場所を 決定する 。  

２  受注者は、 受注者の事業所内で委託業務を実施する 場合においては、 その実施に

必要な作業場所、コ ンピ ュ ータ 機器その他作業に要する 物品等を自己の責任におい

て確保し 、 情報セキュ リ ティ に必要な措置を 講じ なければなら ない。  

 （ 施設等の使用）  

第 10 条 受注者が発注者の事業所内で委託業務を実施する 場合において、発注者は、

必要がある と 認める と き は、 使用条件を 明示し 、 発注者の施設、 設備、 備品、 諸機

器、 消耗品等を 受注者に使用さ せ、 又は提供する こ と ができ る も のと する 。  

 （ 善良なる 管理者の注意義務）  

第 11 条 受注者は、 前条の規定によ り 発注者の施設、 設備、 備品、 諸機器、 消耗品

等を 使用する 場合においては、 善良な管理者の注意を も っ て使用する も のと する 。 

 （ 休日等における 業務実施）  

第 12 条 受注者が発注者の事業所内において、 発注者の職員の勤務時間以外の時間

又は休日に委託業務を 実施する 必要がある 場合には、発注者に申し 出てその承認を

受ける も のと する 。  

（ 貸与資料等の提供等）  

第 13 条 受注者は、 発注者から 委託業務を行う ために必要な情報が記録さ れた資料

等（ 電磁的記録を含む。 以下「 貸与資料等」 と いう 。） の提供を 受けたと き は、 発

注者に対し 、 提供を 受けた貸与資料等が特定でき る 内容、 数量等を 記載し た借用書

を提出し なければなら ない。  

２  受注者は、前項の規定によ り 貸与を 受けた貸与資料等を発注者の指定を 受けた場
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所以外の場所に持ち出し てはなら ない。  

３  前項の規定は、 第 19 条第１ 項ただし 書（ 同条第３ 項において準用する 場合を含

む。） の規定によ る 再委託（ 第三者に委託業務の実施を 委託し 、 又は請け負わせる

こ と をいう 。 以下こ の項及び第 19 条において同じ 。） 又は再々委託（ 再委託の相手

方が更に再委託を 行う など 複数の段階で再委託が行われる こ と をいう 。以下こ の項

及び第１ 9 条において同じ 。）の承認を 受けた場合における 当該再委託又は再々委託

の相手方（ 以下「 再委託等の相手方」 と いう 。） に準用する 。  

（ 貸与資料等の返還等）  

第 14 条 受注者は、 こ の契約の終了後又は解除後において、 貸与資料等（ 複製し た

も のを 含む。 以下こ の条において同じ 。） を速やかに発注者に返還し なければなら

ない。 ただし 、 受注者は、 発注者の承認を 受けたと き は、 貸与資料等を 破棄する こ

と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ り 貸与資料等の返還を 受けたと き は、 受注者に対し 、

返還を受けた貸与資料等が特定でき る 内容、数量等を記載し た受領書を 交付し なけ

ればなら ない。  

３  前２ 項の規定は、 こ の契約の終了前又は解除前において、 受注者が業務を行う 上

で不要と なった貸与資料等について準用する 。  

４  前３ 項の規定は、 再委託等の相手方に準用する 。  

 （ 指揮命令）  

第 15 条 委託業務の実施に係る 受注者（ 再委託等の相手方を 含む。 次条及び第２ 2

条において同じ 。） の業務従事者に対する 指示、 労務管理、 安全衛生管理等に関す

る 一切の指揮命令は、 受注者が行う も のと する 。  

 （ 業務従事者の選任等）  

第 16 条 受注者は、 業務従事者の選任に当たっては、 十分な知識、 技能及び経験を

有し 、 かつ、 委託業務を適切に実施する こ と ができ る と 認めら れる 技術者を選任す

る も のと する 。  

２  受注者は、 前項の業務従事者のう ちから 、 委託業務に従事する 責任者と し てその

実施に関する 連絡及び確認を 行う 主任担当者をあら かじ め選任する も のと する 。  

３  受注者は、 前項の主任担当者を 選任し 、 又は変更する と き は、 書面を も って発注

者に通知し 、 その承認を受ける も のと する 。  

４  受注者は、 委託業務の実施に関する 連絡及び確認を 、 原則と し て、 主任担当者を

通じ て行う も のと する 。  

５  受注者は、 第２ 項の主任担当者のほか、 委託業務の業務従事者を 記載し た一覧表

を作成し て発注者に提出する も のと する 。  

 （ 作業管理）  

第 17 条 受注者は、 こ の契約締結後速やかに、 委託業務の実施に係る 工程表を 作成
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し て発注者に提出し 、 その承認を 受ける も のと する 。  

 （ 権利義務譲渡等の禁止）  

第 18 条 受注者は、こ の契約から 生ずる 権利又は義務を 第三者に譲渡し 、承継さ せ、

又は担保の目的に供し てはなら ない。 ただし 、 あら かじ め発注者の書面によ る 承認

を受けたと き は、 こ の限り でない。  

 （ 再委託の禁止等）  

第 19 条 受注者は、 委託業務の実施を 自ら 行う も のと し 、 再委託を 行っ てはなら な

い。ただし 、あら かじ め発注者の書面によ る 承認を受けたと き は、こ の限り でない。  

２  受注者は、 前項ただし 書の規定によ る 再委託の承認を受けたと き は、 当該再委託

の相手方に対し 、 次条及び第 21 条の規定に準じ た秘密の保持及び個人情報の保護

に関する 必要な措置を 講じ さ せなければなら ない。  

３  前２ 項の規定は、 再々委託が行われる 場合に準用する 。  

４  再委託等の相手方の行為は、 受注者の行為と みなす。  

 （ 秘密の保持）  

第 20 条 受注者は、 委託業務の実施上知り 得た発注者の秘密（ 委託業務を 実施する

う えで発注者を 通じ て知り 得た第三者の秘密を 含む。） を 他人に漏ら し 、 又は他の

目的に使用し てはなら ない。  

２  受注者は、 第 16 条第１ 項の業務従事者と 、 前項の義務を 遵守さ せる ための秘密

保持契約を 締結する 等必要な措置を講ずる も のと する 。  

３  第１ 項の規定は、 こ の契約の終了後又は解除後においても 、 なおその効力を 有す

る 。  

 （ 個人情報の保護）  

第 21 条 受注者は、 こ の契約によ る 委託業務を実施する ため個人情報を 取り 扱う に

当たっては、 別記「 個人情報取扱特記事項」 を遵守し なければなら ない。  

 （ 報告の徴収等）  

第 22 条 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 受注者に対し 、 委託業務の実施状

況について報告若し く は資料の提出を 求め、 又は必要な指示を する こ と ができ る 。 

 （ 作業報告書の提出及び検査）  

第 23 条 受注者は、 委託業務に係る 作業が終了し たと き は、 その都度遅滞なく 作業

の成果を 記載し た報告書１ 部を発注者に提出し なければなら ない。  

２  発注者は、 前項の報告書を 受理し たと き は、 速やかにその内容を 検査する も のと

する 。  

 （ 実績報告書の提出）  

第 24 条 受注者は、 各会計年度における 末日又は第４ 条第２ 項の各委託業務が完了

し たと き （ 委託業務を中止し 、 又は廃止し たと き を 含む。） に、 遅滞なく 委託業務

の成果を 記載し た実績報告書１ 部を発注者に提出し なければなら ない。  
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 （ 実績報告書等の検査及び引渡し ）  

第 25 条 発注者は、 前条の実績報告書及び第２ 条の成果物を 受理し たと き は、 速や

かに当該委託業務がこ の契約の内容に適合する も のである かど う かを 検査する も

のと する 。  

２  受注者は、 前項の検査の結果、 不合格と なり 、 補正を命じ ら れたと き は、 発注者

の指定する 期間内にその指示に従いこ れを補正し なければなら ない。こ の場合にお

いては、 前条及び前項の規定を準用する 。  

３  第１ 項の検査及び前項の補正に要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

４  成果物の引渡し は、 第１ 項（ 第２ 項において準用する 場合を 含む。） の検査に合

格し たと き をも っ て、 完了し たも のと する 。  

 （ 検査の完了）  

第 26 条 発注者は、 前条第１ 項（ 同条第２ 項において準用する 場合を含む。） の検査

の結果その内容がこ の契約の目的を達成し ている と 判断し たと き は、受注者に対し 、

その旨を 通知する も のと する 。  

 （ 委託料の支払）  

第 27 条 受注者は、 前条の通知を 受理し たと き は、 委託料の支払請求書を 発注者に

提出する も のと する 。  

２  発注者は、 前項の支払請求書を 受理し たと き は、 その日から 起算し て 30 日以内

に委託料を 受注者に支払う も のと する 。  

 （ 知的財産権）  

第 28 条 委託業務に関する 発明、 考案等から 生じ た特許権、 実用新案権（ 以下「 特

許権等」 と いう 。） については、 その発明、 考案等を 発注者が単独で行っ た場合は

発注者に、 受注者が単独で行っ た場合は受注者に、 発注者と 受注者が共同で行った

場合は発注者と 受注者の双方に帰属する 。  

２  受注者が従前から 保有する 特許権等を 委託業務に適用し た場合及び前項の規定

によ り 受注者に帰属する 特許権等が生じ 、 こ れが委託業務に適用さ れる 場合は、 受

注者は、 発注者に対し 、 当該特許権等について、 発注者が自ら 成果物を 使用する た

めに必要な範囲で、 通常実施権を 許諾する も のと する 。  

３  成果物に関する 所有権及び著作権（ 著作権法（ 昭和 45 年法律第 48 号） 第 21 条

から 第 28 条に定める すべての権利を含む。） は、 前条の規定によ り 発注者から 受注

者に委託料が支払われたと き に受注者から 発注者に移転する 。  

４  前項の規定にかかわら ず、 成果物に関する 著作権のう ち、 受注者が従前から 保有

し ていた著作権については、 受注者に留保さ れる も のと する 。 こ の場合において、

受注者は、発注者に対し 、成果物について、発注者が使用する ために必要な範囲で、

著作権法に基づく 利用を許諾する も のと する 。  

５  受注者は、発注者に対し て成果物に関する 著作者人格権の行使を し ないも のと す
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る 。  

６  成果物に含ま れる データ に関する 著作権の中に、受注者に留保さ れた著作権が含

ま れる 場合であっても 、 発注者及び受注者が別途合意する 場合を 除き 、 受注者は、

発注者が第三者に二次利用する こ と を 許諾する こ と を含めて、無償で成果物に含ま

れる データ の利用を許諾する も のと する 。 ま た、 成果物に含ま れる データ に第三者

の著作物が含ま れる 場合、 その著作権は第三者に留保さ れる が、 発注者及び受注者

が別途合意する 場合を 除き 、 受注者は可能な限り 、 発注者が第三者に二次利用を許

諾する こ と を含めて、第三者から 利用許諾を取得する 。併せて成果物納品の際には、

受注者は、第三者が二次利用でき る 箇所と でき ない箇所の区別がつく よ う に留意し 、

発注者及び第三者が二次利用でき ない箇所についてはその理由についても 付する

も のと する 。  

 （ 成果物等の発表又は公開）  

第 29 条 受注者は、 あら かじ め発注者の書面によ る 承認を受けた場合でなければ、

委託業務の成果物及びこ れに関連する 技術成果を 発表し 、又は公開し てはなら ない。 

 （ 委託業務の内容の変更）  

第 30 条 発注者は、 こ の契約締結後の事情によ り 、 委託業務の内容の全部若し く は

一部を変更し 、 又は委託業務の実施を一時中止さ せる こ と ができ る 。 こ の場合にお

いて、 委託料又は委託期間を 変更する 必要がある と き は、 発注者と 受注者が協議し

て書面によ り こ れを定める も のと する 。  

 （ 履行遅延の場合における 違約金）  

第 31 条 受注者の責めに帰する 事由によ り 、 受注者が委託期間内に委託業務を 完了

する こ と ができ ない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する 見込み

がある と 発注者が認めたと き は、 発注者は、 違約金を徴収し て委託期間を 延長する

こ と ができ る 。  

２  前項の違約金は、遅滞日数に応じ 委託料に対し 政府契約の支払遅延防止等に関す

る 法律（ 昭和 24 年法律第 256 号） 第８ 条第１ 項の規定に基づき 財務大臣が決定す

る 率を乗じ て計算し た額と する 。  

 （ 契約の解除等）  

第 32 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 受注者に対し

委託業務の全部若し く は一部の停止を 命じ 、こ の契約の全部若し く は一部を解除し 、

委託料の全部若し く は一部を 支払わず、又は支払っ た委託料の全部若し く は一部を

返還さ せる こ と ができ る 。  

（ １ ）  こ の契約に違反し たと き 。  

（ ２ ）  委託業務を遂行する こ と が困難である と 発注者が認めたと き 。  

（ ３ ）  委託業務を継続する 意思がないも のと 発注者が認めたと き 。  

（ ４ ）  受注者が次のいずれかに該当する と き 。  
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ア 役員等（ 受注者が個人である 場合にはその者を 、 受注者が法人である 場合には

その役員又はその支店若し く は常時委託契約を 締結する 事務所の代表者を いう 。

以下こ の号において同じ 。） が暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律

（ 平成３ 年法律第77号） 第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員（ 以下こ の号におい

て「 暴力団員」 と いう 。） である と 認めら れる と き 。  

イ  暴力団（ 暴力団員の不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条第２ 号に規定す

る 暴力団をいう 。 以下こ の号において同じ 。） 又は暴力団員が経営に実質的に関

与し ている と 認めら れる と き 。  

ウ  役員等が自己、自社若し く は第三者の不正の利益を 図る 目的又は第三者に損害

を 加える 目的をも っ て、 暴力団又は暴力団員を 利用し た等と 認めら れる と き 。  

エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対し て資金等を 供給し 、 又は便宜を 供与する

等直接的若し く は積極的に暴力団の維持、 運営に協力し 、 若し く は関与し てい

る と 認めら れる と き 。  

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と 社会的に非難さ れる べき 関係を 有し ている と

認めら れる と き 。  

カ 役員等が、 相手方が暴力団員である こ と を 知り ながら 、 こ れを 不当に利用し

ている と き 。  

２  前項の場合において、受注者に損害を 生ずる こ と があっても 発注者はその損害を

賠償し ないも のと する 。  

第 33 条 発注者は、 受注者がこ の契約に関し て、 次の各号のいずれかに該当する と

き は、 契約の全部又は一部を 解除する こ と ができ る 。  

（ １ ）  公正取引委員会が、 受注者に違反行為があっ たと し て私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する 法律（ 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 と い

う 。） 第 49 条に規定する 排除措置命令を行った場合において、 当該排除措置命令

が確定し たと き 。  

（ ２ ）  公正取引委員会が、 受注者に違反行為があったと し て独占禁止法第 62 条第

１ 項に規定する 納付命令を 行っ た場合において、当該納付命令が確定し たと き（ 確

定し た当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２ 項の規定によ り 取り 消さ れた場合を

含む。）。  

（ ３ ）  受注者（ 法人の場合にあっ ては、 その役員又はその使用人） について刑法

（ 明治 40 年法律第 45 号） 第 96 条の６ 又は第 198 条の規定によ る 刑が確定し たと

き 。  

 （ 本サービ ス の一時的な提供停止）  

第 34 条 受注者は、 本契約に定める 内容にかかわら ず、 次に掲げる 場合は本サービ

ス の提供の全部又は一部を 停止する こ と ができ る も のと する 。  

（ １ ）  戦争、 テロ 行為、 争乱、 暴動、 致死的な伝染病の流行を 含む天災地変（ 以
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下「 天災地変」 と いう 。） その他の不可抗力、 第三者によ る 加害行為（ サイ バーテ

ロ 等） によ り シス テムの提供が不能になっ たと き 。  

（ ２ ）  電気通信事業者が事業を 中断し たと き 。  

（ ３ ）  受注者の責めに帰す場合を 除く 、 その他やむ得ない事由がある と き 。  

２  前項の場合、 受注者は、 その事由の発生後直ちに本サービ ス が停止さ れる 時期及

びその期間を発注者に対し て通知する も のと する 。  

 （ 違約金及び損害賠償）  

第 35 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当する 場合においては、 発注者に契約

金額の 10 分の１ に相当する 違約金を 支払わなければなら ない。 ただし 、 受注者の

責めに帰する こ と ができ ない事由によ る も のである と き は、 こ の限り でない。  

（ １ ）  第 32 条第１ 項、 前条及び第 40 条第２ 項の規定によ る 場合 

（ ２ ）  受注者がその債務の履行を 拒否し 、 又は、 受注者の債務について履行不能

と なった場合 

２  次の各号に掲げる 者がこ の契約を解除し た場合は、前項第２ 号に該当する 場合と

みなす。  

（ １ ）  受注者について破産手続開始の決定があっ た場合において、破産法( 平成 16

年法律第 75 号) の規定によ り 選任さ れた破産管財人 

（ ２ ）  受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平

成 14 年法律第 154 号) の規定によ り 選任さ れた管財人 

（ ３ ）  受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平

成 11 年法律第 225 号) の規定によ り 選任さ れた再生債務者等 

３  受注者は、 第１ 項の場合において発注者に損害を 及ぼし たと き は、 同項の違約金

のほか、 その損害を賠償する も のと する 。  

 （ 賠償の予約）  

第 36 条 受注者は、 こ の契約に関し て、 第 33 条各号のいずれかに該当する と き は、

発注者が契約を 解除する か否かを 問わず、 賠償金と し て、 こ の契約によ る 契約金額

の１ ０ 分の２ に相当する 額を 発注者に支払わなければなら ない。 ただし 、 次に掲げ

る 場合は、 こ の限り でない。  

（ １ ）  第 33 条第１ 号又は第２ 号に該当し 、 排除措置命令又は納付命令の対象と な

る 行為が、 独占禁止法第２ 条第９ 項に基づく 不公正な取引方法（ 昭和 57 年公正取

引委員会告示第 15 号） 第６ 項に規定する 不当廉売に該当する と き その他発注者が

特に認める と き 。  

（ ２ ）  第 33 条第３ 号に該当し 、 刑法第 198 条の規定によ る 刑が確定し たと き 。  

２  前項の規定は、 委託業務完了後においても 適用する 。  

３  前２ 項の規定は、発注者に生じ た実際の損害額が第１ 項に規定する 賠償金の額を

超える 場合においては、発注者がその超過分につき 賠償を請求する こ と を 妨げる も
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のではない。  

 （ 危険負担）  

第 37 条 引渡し 完了前に成果物に滅失又はき 損によ る 損害が生じ た場合は、 発注者

の責めに帰すべき 場合を除き 、 その損害は受注者の負担と する 。  

２  引渡し 完了後に成果物に滅失又はき 損によ る 損害が生じ た場合は、受注者の責め

に帰すべき 場合を 除き 、 その損害は発注者の負担と する 。  

 （ 第三者の権利侵害）  

第 38 条 発注者に納入さ れた成果物の全部又は一部につき 、 発注者が当該成果物を

自ら 使用する に当たり 、 第三者から 著作権、 特許権その他の権利を 侵害する も ので

ある と し て発注者に対し 何ら かの訴え、 異議、 請求等（ 以下「 訴え等」 と いう 。）

がなさ れたと き は、受注者の責任において当該第三者と の訴え等を 解決する も のと

する 。  

 （ 損害のために生じ た経費の負担）  

第 39 条 委託業務の実施に関し 発生し た損害（ 第三者に及ぼし た損害を 含む。） のた

めに生じ た経費は、 受注者が負担する も のと する 。 ただし 、 その損害が発注者の責

めに帰する 事由によ る 場合においては、 その損害のために生じ た経費は、 発注者が

負担する も のと する 。  

 （ 契約不適合責任）  

第 40 条 発注者は、 引渡さ れた成果物が種類、 品質又は数量に関し て契約の内容に

適合し ないも の（ 以下「 契約不適合」 と いう 。） である と き は、 受注者に対し 、 成

果物の修補、代替物の引渡し 又は不足分の引渡し によ る 履行の追完を請求する こ と

ができ る 。 ただし 、 受注者は、 発注者に不相当な負担を 課する も のでないと き は、

発注者が請求し た方法と 異なる 方法によ る 履行の追完を する こ と ができ る 。  

２  前項の場合において、 発注者は、 同項に規定する 履行の追加の請求（ 以下「 追完

請求」 と いう 。） に代え、 又は追完請求と と も に、 損害賠償の請求及び契約の解除

をする こ と ができ る 。  

３  第１ 項に規定する 場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告

をし 、 その期間内に履行の追完がないと き は、 発注者は、 その不適合の程度に応じ

て代金の減額を 請求する こ と ができ る 。こ の場合において代金の減額の割合は引渡

し の日を 基準と する 。  

４  追完請求、 前項に規定する 代金の減額の請求（ 以下「 代金減額請求」 と いう 。）、

損害賠償の請求及び契約の解除は、 契約不適合（ 数量に関する 契約不適合を 除く 。

次項において同じ 。） が発注者の供し た材料の性質又は発注者の与えた指図によ っ

て生じ たも のである と き は行う こ と はでき ない。 ただし 、 受注者が、 その材料又は

指図が不適当である こ と を 知り ながら 告げなかっ たと き は、 こ の限り ではない。  

５  発注者が契約不適合を 知っ た時から １ 年以内にその旨を 受注者に通知し ないと
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き は、 発注者は、 その不適合を 理由と し て、 追完請求、 代金減額請求、 損害賠償の

請求及び契約の解除を する こ と ができ ない。 ただし 、 受注者が引渡し の時にその不

適合を知り 、 又は重大な過失によ って知ら なかっ たと き は、 こ の限り でない。  

 （ 協議）  

第 41 条 こ の契約について疑義が生じ た事項又はこ の契約に定めのない事項につい

ては、 必要に応じ て発注者と 受注者が協議のう え定める も のと する 。  

 （ 紛争の処理）  

第 42 条 前条の協議によ っ ても 、 なおこ の契約の履行につき 紛争が円満に解決でき

ない場合には、 富山地方裁判所を 管轄裁判所と し て紛争を処理する も のと する 。  

 

 こ の契約の締結を 証する ため、 こ の契約書２ 通を作成し 、 両者記名押印のう え、 各

自その１ 通を 保有する も のと する 。 ただし 、 契約書を 電磁的記録で作成し た場合にあ

っ ては、 こ の契約書の電磁的記録を 作成し 、 両者電子署名を 施し たう え、 各自その電

磁的記録を 保管する も のと する 。  

 

 

  令和○年○月○日 

発注者 富山市新総曲輪１ 番７ 号 

      富山県知事 〇〇〇〇〇〇 

 

受注者 〇〇市 

      ○○○〇〇 

      ○○〇〇〇〇〇 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

第１  基本的事項 

   受注者は、 こ の契約による事務（ 以下「 委託事務」 と いう 。） を処理するために個人情報等（ 個人

情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第 57 号。 以下「 法」 と いう 。） 第２ 条第１ 項に規定する

個人情報（ 特定個人情報を除く 。 以下同じ。）、 法第 2 条第5 項に規定する仮名加工情報、 法第2 条

第 6 項に規定する匿名加工情報、 法第 73 条第３ 項に規定する削除情報等、 法第 109 条第４ 項に規

定する削除情報及び法第116 条第１ 項の規定により 行った加工の方法に関する情報をいう 。 以下同

じ。） を取り 扱う に当たっては、個人の権利利益を侵害するこ と のないよう 、個人情報等の取扱いを

適正に行わなければならない。  

第２  取得の制限 

   受注者は、 委託事務を処理するために個人情報等を取得すると きは、 当該委託事務の目的を達成

するために必要な範囲内で、 適法かつ適正な方法により 取得しなければならない。  

第３  個人情報等に関する秘密の保持 

   受注者は、 委託事務を処理する上で知り 得た個人情報等に関する秘密を漏ら してはなら ない。 こ

の契約が終了し、 又は解除さ れた後においても 、 同様と する。  

第４  利用及び提供の制限 

   受注者は、 発注者の指示又は承認があると きを除き、 委託事務を処理するために取り 扱う 個人情

報等を当該委託事務の目的以外の目的のために自ら利用し、 又は提供してはならない。 こ の契約が

終了し 、 又は解除さ れた後においても 、 同様と する。  

第５  安全確保の措置 

   受注者は、 委託事務を処理するために取り 扱う 個人情報等の漏えい、 滅失又はき損の防止その他

の当該個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

第６  派遣労働者等の利用時の措置 

 １  受注者は、 委託事務を派遣労働者、 契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、 正

社員以外の労働者にこ の契約に基づく 一切の義務を遵守さ せなければなら ない。  

 ２  受注者は、 発注者に対して、 正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う

も のと する。  

第７  再委託 

 １  受注者は、 個人情報等を取り 扱う 業務を第三者（ 受注者の子会社（ 会社法（ 平成 17 年法律第 86

号） 第２ 条第１ 項第３ 号に規定する子会社をいう 。） である場合も含む。） に再委託する場合、 事前

に発注者の記録に残る方法による承認を得ると と もに、 本特記事項に定める、 発注者が受注者に求

めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と 同様の措置を当該第三者も 講ずるよう に求め、

かつ当該第三者が約定を遵守するよう 義務づけなければなら ない。  



 ２  受注者は、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負う ものと する。  

 ３  １ 、 ２ の内容は、 承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行

う 場合についても同様と する。  

第８  従事者への周知及び監督 

 １  受注者は、 委託事務に従事している者（ 以下「 従事者」 と いう 。） に対し、 在職中及び退職後にお

いて、 当該委託事務に関して知り 得た個人情報等の内容をみだり に他人に知ら せ、 又は不当な目的

に利用してはならないこ と を周知しなければならない。  

 ２  受注者は、 委託事務を処理するために取り 扱う 個人情報等の適切な管理が図られるよう 、 従事者

に対し て必要かつ適切な監督を行わなければならない。  

第９  複写又は複製の禁止 

   受注者は、 委託事務を処理するために発注者から引き渡さ れた個人情報等が記録さ れた資料等を

複写し、 又は複製してはならない。 ただし、 あらかじめ発注者の書面による承認を受けたと きは、

こ の限り でない。  

第10 資料等の返還及び廃棄 

 １  受注者は、委託事務を処理するために発注者から 引き渡された個人情報等が記録さ れた資料等を、

業務完了（ 業務中止及び業務廃止を含む。 以下同じ。） 後直ちに発注者に返還しなければなら ない。

ただし 、 発注者が別に指示したと きは、 その指示に従う ものと する。  

 ２  受注者は、 委託事務を処理するために発注者から引き渡さ れ、 又は受注者が自ら 作成し、 若しく

は取得した個人情報等が記録された資料等（ 前記１ の規定により 発注者に返還するも のを除く 。）を、

業務完了後速やかに、 かつ、 確実に廃棄しなければならない。 ただし、 発注者が別に指示したと き

は、 その指示に従う も のと する。  

第11 取扱状況の報告及び調査 

   発注者は、 必要があると 認めると きは、 委託事務を処理するために取り 扱う 個人情報等の取扱状

況を受注者に報告さ せ、 又は随時、 実地に調査するこ と ができる。  

第12 指示 

   発注者は、 受注者が委託事務を処理するために取り 扱っている個人情報等について、 その取扱い

が不適正と 認めら れると きは、 受注者に対して必要な指示を行う も のと し、 受注者はその指示に従

わなければならない。  

第13 事故報告 

    受注者は、こ の契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあるこ と を知ったと きは、速や

かに発注者に報告し、 発注者の指示に従う ものと する。  

第14 損害のために生じた経費の負担 

    委託事務の処理に関し、 個人情報等の取扱いによ り 発生した損害（ 第三者に及ぼした損害を含

む。） のために生じた経費は、 受注者が負担するものと する。 ただし、 その損害が発注者の責めに帰



する事由による場合においては、 その損害のために生じた経費は、 発注者が負担するものと する。  

第15 名称等の公表 

    発注者は、受注者がこの契約に違反し、個人情報等の不適正な取扱いを行った場合において、事

前に受注者から事情の聴取を行った上で、次の(1)から (5)までのいずれかに該当すると 認められると

きは、受注者の名称、所在地及びその個人情報等の不適正な取扱いの内容を公表するこ と ができる。  

    (1) 第３ の規定に違反し秘密を漏らしたと き。  

    (2) 第４ の規定に違反し目的外の利用又は提供をしたと き。   

    (3) 第５ の規定に違反し必要な措置を怠り 個人情報等を漏えい、 滅失又はき損したと き。  

    (4) (1)から (3)までに相当する個人情報等の不適正な取扱いがあると き。  

(5)  (1)から (4)までに規定するも ののほか、 個人情報等の不適正な取扱いの態様、 個人情報等の

内容、 損害の発生状況等を勘案し、 公表するこ と に公益上の必要性があると き。  

 

 

 



①受託業務の名称

②受託事業者名

（ 担当者所属・ 職・ 氏名）

③県への報告日（ 年月日）

※こ の様式は、 特記事項第１ １ に基づき 、 発注者（ 県） へ提出し てく ださ い。

項目 チェ ッ ク 項目欄
チェ ッ ク 欄
（ 遵守の場合、
✔を 記入）

第１ 　 取得の制限
個人情報等を取得する 時は、 当該委託事務の目的を達成する ために必要な範囲
内で、 適法かつ適正な方法によ り 取得し なければなら ないこ と を理解し てい
る 。

第２ 　 個人情報等に関する 秘密の保持
委託事務を処理する う えで知り 得た秘密を漏ら し てはなら ない（ 契約終了後及
び契約解除後も 同様） こ と を、 個人情報取扱責任者及び従事者に教育、 又は、
周知し ている 。

本委託業務で利用する 個人情報等は、 許可さ れた受託業務外で利用し ないこ と
を理解し ている 。

従事者に対し 、 利用する 個人情報の受託事務以外での利用及び提供が禁止さ れ
ている こ と を教育又は、 周知し ている 。

個人情報等の保護に関する 体制を維持する こ と を社内ルール等に定めている 。

本委託業務における 個人情報等の取扱いに係る 責任者を定めている 。

本委託業務における 個人情報等の取扱いに係る 従事者を定めている 。

本委託事務において利用する 個人情報等の漏えい、 滅失又はき 損の防止等のた
めに必要な措置を講じ ている 。
（ 必要な措置の例）
・ 作業場所の特定、 保管庫の施錠、 取扱記録の作成、 従事者から 誓約書の提出
を義務付ける 、 サーバーやパソ コ ンへのアク セス に当たっての個人認証の実
施、 ウ イ ルス 対策ソ フ ト のイ ンス ト ール　 等

保有個人情報等が記録さ れている 媒体を外部へ送付し 又は持ち出す場合には、
原則と し て、 パス ワ ード 等を使用し て権限を識別する 機能を設定する 等の不正
利用防止措置を講じ ている 。 また、 従事者に、 上司等の許可を受けてから 持ち
出すこ と を指導し ている 。

保有個人情報等を取り 扱う 事務を実施する 区域及び保有個人情報等を取り 扱う
サーバー等を管理する 区域を明確にし ている 。

第５ 　 派遣労働者等の利用時の措置
正社員以外の派遣労働者や非常勤従事者がいる 場合は、 こ れら の者に対し て県
と 合意し た内容の義務を遵守さ せなければなら ないこ と を理解し ている 。

個人情報等を取り 扱う 業務を第三者（ 子会社も 含む。 ） に再委託する 場合に
は、 事前に発注者の記録に残る 方法によ る 承認を得る と と も に、 本特記事項に
定めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と 同様の措置を当該第三者
も 講ずる よ う に求め、 かつ、 当該第三者が約定を遵守する よ う 義務づけなけれ
ばなら ないこ と を理解し ている 。

受注者は、 発注者に対し て、 再委託先の全ての行為及びその結果について責任
を負う こ と を理解し ている 。

保有個人情報を適切に管理する ために社内で教育研修を行っている 。

従事者に対し 、 在職中及び退職後において、 当該委託事務に関し て知り 得た個
人情報等の内容を他人に知ら せたり 、 不当な目的に利用し てはなら ないこ と を
周知し なけれなら ないこ と を理解し ている 。

保有個人情報等の適切な管理が図ら れる よ う 、 従事者に対し て必要かつ適切な
監督を行っている 。

第８ 　 複写又は複製の禁止
従事者に対し 、 発注者から 提供さ れた保有個人情報等を、 発注者の承諾なく 複
写又は複製を行ってはなら ないこ と を指導し なけれなら ないこ と を理解し てい
る 。

従事者に対し 、 発注者から 引き 渡さ れた個人情報等が記録さ れた資料等を事務
完了後、 直ちに返還し 、 又は引き 渡す必要がある こ と を、 指導し なけれなら な
いこ と を理解し ている 。

本委託業務において利用する 個人情報等が不必要と なった場合、 廃棄又は消去
する こ と 、 ま た個人情報等の廃棄又は消去の際には、 電磁的記録媒体等に記録
さ れている データ が判読でき ないよ う 必要な措置を実施し なければなら ないこ
と を理解し ている 。

こ の契約に違反する 事態が生じ 、 又は生ずる おそれがある こ と を知ったと き
は、 直ちに発注者に報告し 、 発注者の指示に従わなければなら ないこ と を理解
し ている 。

個人情報等の紛失、 漏えい、 改ざん、 破損その他の事故が発生し た場合に備
え、 緊急時の報告について手順や方法を定めている 。

第９ 　 資料等の返還及び廃棄

第１ ０ 　 事故報告

個人情報等の取扱状況チェ ッ ク リ ス ト

講じ た措置は具体的にどのよ う な措置ですか。

第６ 　 再委託

第７ 　 従事者への周知、 監督及び教育
等

第３ 　 利用及び提供の制限

第４ 　 安全確保の措置


